
地域型保育事業（小規模・事業所内・家庭的）連携施設設定について 

１ 連携施設設定の目的 
地域型保育事業は、０～２歳児が対象であり、かつ 19 人以下の定員構成で保育所等と比べ小規模です。３歳児

以降（１号及び２号認定）の「卒園後の進級先の確保」や、保育従事者等が２人から５人程度と少人数となり施設

面積も小規模となるため「保育内容の支援」が求められています。そのため、利用児童に対する継続的な保育・教

育の提供のため連携施設の設定が必要となります。 

また、連携施設は、保護者が園を選択する際の一要素となります。 

２ 連携施設の基準及び連携内容 

(1) 連携施設設定基準

「横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例」（以下「基準条例」という。）

(2) 連携内容（大きく３つに分かれています。）

ア 保育内容の支援【必須】

① 集団保育を体験させるための機会の設定

例：「園庭での合同保育」、「合同での行事」、「園庭の開放」、等

② 保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言

③ その他の保育の内容に関する支援

例：「嘱託医による合同の健康診断」、「合同での職員研修」等

イ 卒園後の進級先の確保【必須】

※連携施設は一つの地域型保育事業において複数設定することも可能です。

ウ 代替保育の提供

利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育

事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。（基準条例第６条（１）） 

当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業の利用

乳幼児にあたっては、第 43 条のその他乳幼児に限る。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該

利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保

育を提供すること。（基準条例第６条（３）） 

必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供すること

ができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。）を提供すること。

（基準条例第６条（２）） 

利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事

項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園を適切に確保しなければならない。（基

準条例第６条抜粋） 



３ 連携施設設定の手続き 

 (1) 地域型保育事業者と連携先（保育所、幼稚園、認定こども園等）で覚書を締結します。 

(2) 覚書の記載内容については任意ですが、記入内容について注意点があります。 

「５覚書作成にあたっての注意事項」参照。 

 (3) 覚書締結後は、連携元となる地域型保育事業者が下記覚書提出先に覚書の写しをご提出ください。 

提出締切 

締結内容 

覚書提出先 保育内容の

支援 

卒園後の 

進級先 

代替保育の

提供 

認可確認申請書提出

期日もしくは、開所日

まで 

必須※１ 任意 
こども青少年局 

こども施設整備課 

 

開所後～ 

 

変更又は新規締結の場合に提出 
各区 

こども家庭支援課 

   ※１進級先の連携施設を設定する前に、予め区こども家庭支援課にご相談いただくことも可能です。 

 

４ 連携を設定することによるメリット 

地域型保育事業者にとって連携施設となる保育所、幼稚園及び認定こども園は、積極的に連携を行い、地

域の保育・教育を担う施設となっていただきたいと考えています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 連携に係る費用について 

  地域型保育事業者と連携先との間において協議の上、必要に応じて決定していただくことが可能です。市で

制限やルールは定めていませんが、双方の負担とならないよう留意し、適切にご協議いただきますようお願い

いたします。なお、既に連携を締結している施設との間に新たに費用負担が発生する場合には、覚書にもその

記載が必要となります。覚書を再度締結していただき、地域型保育事業者から所在区のこども家庭支援課にご

提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

連携先のメリット 

◎ 保育者同士の交流 

   保育者同士の相談や効果的な研修機会の設定をすることで、人材育成につながります。 

   ２歳児からの児童の受入をしている施設であれば、同じ年齢における保育・幼児教育について

の相談等がよりしやすい環境となります。 

◎ 継続的な園児の確保 

     連携元の卒園児を受け入れることで、継続的に園児数が確保でき、安定した運営ができます。 

◎ 地域の児童・保護者の期待に応える地域貢献 

 共働き世帯が増加するなかで、乳児期から幼児期に向けて交流のある施設に通園できることは

児童や保護者の安心につながります。 



６ 覚書作成にあたっての注意事項 

覚書内容については両者協議のうえ任意に設定していただくことができますが、記入内容について 

は下記の点に注意してください。 

 

 (1) 「卒園後の進級先」の人数 
  地域型保育事業 

  ２歳児定員数かつ２歳児の入所児童数以上の進級先の確保が必要です。事業所内保育事業は、地域枠の２

歳児定員数かつ２歳児の入所児童数以上の進級先の確保が必要であり、従業員枠の児童が連携枠を使用して

優先入所を利用することはできません。 

 

   保育所 

   毎年確実に入所数が確保できることを確認するため、卒園後の進級先として設定できるのは、 

「原則、利用定員の２歳児と３歳児の数の差」です。毎年定員外を受け入れていただいている園は、利用定

員の差以上の人数で結ぶことも可能です。 

ただし、毎年必ず受け入れていただかなければならない人数なので、職員が確保できない等の理由で受け

入れができないという状況に至らないようにお願いします。利用定員の２歳児と３歳児の数の差以上で連携

を行う場合は、必ず各区こども家庭支援課にご相談の上、覚書を締結してください。 

 

【原則】                   【例外（毎年定員外受入実施の場合）】 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  幼稚園 

    横浜市私立幼稚園等預かり保育事業（通常型・平日型）実施園のみ設定可能です。 

既存施設の定員数、幼稚園の設置基準及び職員配置等を踏まえ、幼稚園が受入可能と申し出のあった人

数で設定します。 

 

認定こども園 

１号認定、２号認定の認可定員を区分して確認します。１号認定は、幼稚園の連携枠の考え方と同じで

す。２号認定の連携の考え方は、保育所と同じです。 

 

 (2) 連携施設数 

施設数の設定については、連携元：連携先＝１：１、１：複数、複数：１いずれも可能です。その場合

は 1 事業所ごとに覚書を締結します。ただし、連携先となる施設は、認可基準（施設面積、職員配置等）

や体制等を確認し、しっかりと管理できるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ お問合せ先 

内容 部署 電話番号 

メールアドレス 

認可・確認申請手続き こども青少年局 

こども施設整備課 

地域型保育事業担当 

045-671-4146 

kd-seibi@city.yokohama.lg.jp 連携施設設定に係る覚書の記入方法 

連携内容変更について 

各区こども家庭支援課 - 地域の連携先、連携元に関する施設情報 

開所後の連携施設設定について 

 

 

 

 


